
災害時における電気復旧工事等応急対策の協力に関する協定書

涌谷町（以下「甲」という。）と古川電気工事協同組合（以下「乙」
という。）は，涌谷町内において地震，風水害，その他の災害が発生し，
又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」という。）における，電
気復旧工事等応急対策の協力に関し，次のとおり協定を締結する。

（趣 旨）
第１条 この協定は，災害時において甲の要請に応じ，乙が電気復旧工
事等応急対策の協力を行うことについて，必要な事項を定めるものと
する。

（協力の内容）

第２条 災害時において，甲が必要と認めるときは，乙に対し，次の応

急対策業務（以下「業務」という。）の実施を要請することができる。

（１） 災害対策本部への連絡員２名の派遣
（２） 施設・動力機器と発電機の接続作業
（３） 施設内漏電調査
（４） 電気的な危険箇所の撤去工事
（５） その他簡易な電気復旧工事

（協力要請）
第３条 業務の協力要請は，次に掲げる事項を明らかにした要請書をも
って行うものとする。ただし，緊急を要するときは，電話等により要
請し，その後，速やかに要請書を提出するものとする。

（１） 災害の状況
（２） 業務の内容及び場所
（３） その他必要な事項

（協力の実施）
第４条 乙は，甲から前条の規定により協力要請を受けたときは，特別
の理由がない限り，直ちに協力体制を整え，甲の指定する場所におい
て業務を行うものとする。

（費用の負担）
第５条 甲の要請により乙が協力した業務に要する費用は，甲が負担す
る。

２ 費用の負担方法については，甲乙協議して定めるものとする。

（災害補償）
第６条 この協定に基づき，業務の協力に従事した乙の従業員が，当該
業務において負傷し，若しくは疾病にかかり，又は死亡した場合の災
害補償については，乙の責任において行うものとする。



（実施細目）
第７条 この協定に定めるもののほか，この協定の実施に関し必要な事
項は，甲乙協議して実施細目を定めるものとする。

（協 議）
第８条 この協定に定めのない事項又は，この協定に定める事項に疑義
が生じたときは，その都度，甲乙協議して定めるものとする。

（協定の有効期間）
第９条 この協定の有効期間は，協定締結の日から１年間とする。ただ
し，有効期間満了の日の１箇月前までに甲乙のいずれからも何ら意志
表示がないときは，さらに有効期間満了の日の翌日から１年間の協定
を延長するものとし，以後この例による。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，
各自その１通を保有する。
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